


第１０回近鉄四日市駅バスターミナル検討部会事項書 

 

日時：令和6年3月7日（木）10：00～ 

場所：四日市商工会議所 3階大会議室 

 

 

■議題 

 

１．近鉄四日市駅周辺における交通結節点整備検討について 

 

（１）これまでの経緯 

 

（２）前回部会からの変更点 

 

（３）待合空間 

 

（４）情報提供機能 

 

（５）管理・運営事業者の選定 

    

（６）今後の進め方 

 

 

 

 

■ 資料 

 

 資料１：事項書 

 資料２：名簿 

 資料３：席次表 

 資料４：第１０回検討部会資料 

 資料５：規約 

資料１ 



区分 氏　名 出欠 随行

1 部会長
名城大学理工学部
　社会基盤デザイン工学科　教授

松本　幸正 出席

2
早稲田大学　理工学術院　大学院
　創造理工学研究科　教授

有賀　隆 出席（WEB）

3 近鉄グループホールディングス㈱　事業戦略部課長 江塚　尭 出席（WEB）
係長

今井　健太

4 近畿日本鉄道㈱　鉄道本部　名古屋統括部　施設部工務課長 中村　大輔

代理出席
施行部工務課
課長補佐
佐脇　健介

5 三重交通㈱　四日市営業所　所長 服部　孝史 出席
バス営業部　部長
増田　浩士

6 三岐鉄道㈱　自動車部長 三輪　直樹 出席
運行管理課長
伊藤　眞郷

7
三重県タクシー協会　北勢支部長
㈱三交タクシー　　　代表取締役

橋本　明雄 出席

8 三重県バス協会　専務理事 青木　周二 出席

9 ㈱ディア四日市　取締役　事業部長 中森　美治 出席

10 四日市南警察署　署長 藤井　淳夫
代理出席

交通第一課長
田中　文美

11 三重県警察本部　交通部参事官(交通規制課長) 須川　洋幸

代理出席（WEB）
交通規制課
施設係補佐
上前　晃司

12 国土交通省　中部地方整備局　建政部　都市整備課長 後藤　直紀

代理出席（WEB）
都市整備課
課長補佐
中村　智和

13 国土交通省　中部地方整備局　道路部　道路計画課長 柴田　康晴

代理出席（WEB）
道路計画課
建設専門官
矢口　謙史

14 国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所長 時岡　利和
代理出席
副所長
毛利　勇

15 国土交通省　中部運輸局　交通政策部　交通企画課長 勝山　祐樹 出席
交通企画課　専門官

川口　貴弘

16 国土交通省　中部運輸局　三重運輸支局長 村上　隆幸
代理出席（WEB）
首席運輸企画専門官

前葉　光司

17 三重県　県土整備部　次長（道路整備） 川上　正晃 出席（WEB）

18 三重県　県土整備部　次長（都市政策） 小菅　真司 出席（WEB）

19 四日市市　副市長 舘　英次 出席

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　計画課
代表

清水　敬太

四日市市　都市整備部　都市計画課
代表

鈴木　淳
代理

橋本　幹人

四日市市　都市整備部　市街地整備課
代表

戸本　直弥

事務局

第10回　近鉄四日市駅バスターミナル検討部会
出席者名簿

所　　　属

有識者

部会員

交通
関係者

行政

令和６年３月７日 1０:０0～

四日市商工会議所３階大会議室
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第１０回近鉄四日市駅バスターミナル検討部会 席次表

令和６年３月７日（木）10：00～

四日市商工会議所 ３階 大会議室

スクリーン

早稲田大学
理工学術院 大学院
創造理工学研究科
教授 有賀 隆

名城大学理工学部
社会基盤デザイン工学科

教授
松本 幸正

四日市
南警察署

署長 藤井 淳夫
（代理：交通第一課長

田中文美）

国土交通省
中部地方整備局
三重河川国道
事務所長
時岡 利和
（代理：副所長
毛利 勇）

国土交通省
中部運輸局
交通政策部
交通企画課長
勝山 祐樹

四日市市
副市長
舘 英次

三重交通㈱
四日市営業所
所長 服部 孝史

㈱ディア四日市
取締役
事業部長
中森 美治

三岐鉄道㈱
自動車部長
三輪 直樹

三重県タクシー協会
北勢支部長
㈱三交タクシー
代表取締役
橋本 明雄

資料３

ＰＣ

関係者

関係者

関係者

関係者

関係者

（WEB）

WEB参加

国土交通省
中部運輸局

三重運輸支局長
村上 隆幸
（代理：

首席運輸企画専門官
前葉 光司）

随行

事務局

事務局出

入

り

口

国土交通省
中部地方整備局
三重河川国道事務所

計画課

国土交通省
中部地方整備局
三重河川国道事務所

事業対策官

国土交通省
中部地方整備局
三重河川国道事務所

計画課

四日市市
都市整備部
部長

関係者 関係者 四日市市
都市整備部
都市計画課
副参事、

公共交通推進室

室長

四日市市
都市整備部
市街地整備課

課長

四日市市
都市整備部
市街地整備課
副参事、課長補佐

四日市市
都市整備部
市街地整備課

副参事

四日市市
都市整備部
都市計画課

副参事、計画GL

関係者 関係者関係者

近鉄グループ
ホールディングス㈱
事業戦略部課長
江塚 尭

三重県
県土整備部

次長（道路整備）
川上 正晃

三重県
県土整備部

次長（都市政策）
小菅 真司

随行

随行

随行

三重県警察本部
交通部参事官
(交通規制課長)
須川 洋幸

（代理：交通規制課
施設係補佐
上前 晃司）

国土交通省
中部地方整備局

建政部都市整備課長
後藤 直紀

（代理：都市整備課
課長補佐
中村 智和）

国土交通省
中部地方整備局

道路部道路計画課長
柴田 康晴

（代理：道路計画課
建設専門官
矢口 謙史）

三重県バス協会
専務理事
青木 周二

近畿日本鉄道㈱
鉄道本部名古屋統括部
施設部工務課長
中村 大輔

（代理：施行部工務課
課長補佐佐脇 健介）

関係者関係者 関係者

随行

関係者

国土交通省
中部地方整備局
三重河川国道事務所

計画課

随行

随行

随行









































































建物②

建物①

建物③
建物④

建物⑥

建物⑤

建物⑦

待合施設
収益施設

(カフェ等)
110㎡

約14.5m

約9m

120㎡

4ｍ
収益施設
（物販等）

待合施設
有人チケット

販売所

執
務
室

約30m

90㎡

3ｍ待合施設

約27m

多目的トイレ
（おむつ替え台含む）

パウダー
コーナー

コイン
ロッカー

約5m

収益施設
（物産等）

情報提供施設
（道路・交通、観光等）

約8m

110㎡

約4ｍ
待合施設

50㎡

収益施設
（物販、飲食等）

60㎡

約27m

70㎡

約3.5ｍ
備品
倉庫

トイレ
（多目的含む）

約21m

子育て支援機能

180㎡

約6.5ｍ
・情報提供施設

（道路・交通、地域交流・歴史等）
・収益施設（レストラン等）

約28m

建物②

建物③ 建物⑤

建物⑥

建物⑦

c1 c2

c4

a1 a2 a3 a4 a5 a6

a7 a8 a9 a11 a13

凡例
施設内
屋外

バス停部
デッキ

a12

d2

d1

建物④

c3 a10建物①

b1 b2

４．情報提供機能

35

２）カメラ等利用状況把握機能の設置箇所

 バスターミナル区域内のカメラについて、設置箇所および把握が必要な情報について、以下に示す。

35

各島全体
緊急時の情報把握

待合空間施設利用状況

災害時に稼働する箇所

屋内の待合空間においてカメラ
に収める範囲

情報提供施設利用状況

タクシー乗り場（a1） バスバース・屋外バス待ち空間・
歩行空間（a2～a13）

屋内施設（c1）

屋内施設（c2～c4）

各島（b1・b2）

バス利用者状況

歩行空間利用者状況

バス運行状況

タクシー運行状況
タクシー利用者状況
歩行空間利用者状況

走行状況
緊急時の情報把握

車路（d1・d2)

（２）モニタリング用カメラ

 停電発生を伴う災害時は、台数を限定しリアルタイムな状況把握に必要な機能を維持

対象箇所
・極力ターミナル全体の状況把握が可能な箇所：b1、b2、d1、d2

車路エリアのデータ取得範囲
イメージ

災害時の対応 ※設置箇所等は今後の検討により変更となる可能性がある



（３）公衆無線ＬＡＮ

36

１）公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）のサービス導入検討方針

3636

導入の基本的な考え方

 公共性の高い施設特性であり、ターミナル施設全体※をカバーすることを基本とする。

サービスレベル

災害時の対応

 災害時対応として、00000JAPAN（ファイブゼロジャパン） ※を設定し、制限なく公衆無線LANに接続できる環境とする。

・通信規格：公共施設として無線通信LAN（Wi-Fi）の安定提供のため、基本、最新世代の無線通信LAN規格（Wi-Fi）を導入する。（現状最新：Wi-Fi６）
・接続条件：一回に接続できる時間や回数の条件を設定する。
・最大接続台数：施設における接続可能とするべき台数を下記とする。

※収益施設については、サービス拡充が必要な場合、ターミナル内のテナント事業者等により実施する。

 施設利用者に対して可能な限り公平に、安定した通信環境を提供するため、サービスレベルを設定する。

出典：総務省調べ
※接続するユーザーの割合：公共施設などにおいて、無線LANのサービス利用すると回答した割合

※ファイブゼロジャパンとは、災害時に通信会社の契約等によらず、誰でも無料でインターネット接続が可能
2016年4月に発生した熊本地震の際には、九州全域で提供され、安否確認や情報収集に貢献

最大接続台数の算出式：最大収容者数×接続するユーザーの割合（46.5%※）

４．情報提供機能



４．情報提供機能

37

２）公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）のサービス提供エリア

3737

建物①

建物②

建物③
建物⑤

建物⑥

建物⑦建物④A
B C D E F G H I J K L

最もサービス提供者数が多いエリアCの最大接続台数は71台
⇒一般的な公衆無線LAN通信機器のスペックにてサービス提供可能

G、H、Lは対象になる主な施設機能はないが、電波の途切れ
がないよう一律サービス提供を行う。

動線（地上レベル）

動線（デッキレベル）

施設帯

設置箇所

サービス提供対象施設 最大同時接続人数

建物内
広場部分

バスバース
建物内・広場部分

サービス提供対象施設の最大収容者数※1×46.5%
バスバース

最大バス待ち利用者数※2×46.5
合計値

機器A 建物①② ー （27＋41）×46.5％=32 ー 約32人

機器B ー バース北① ー 110×46.5％=51 約51人

機器C 建物③ バース北②、バース南① 74×46.5%=34 （65＋15）×46.5％=37 約71人

機器D 建物④の収益施設部分 バース北③、バース南② 18×46.5％=8 （20＋63）×46.5％=39 約47人

機器E 建物④の待合空間部分 バース北④、バース南③④ 32×46.5％=15 （40＋75）×46.5％=53 約68人

機器F 建物⑤ バース南⑤ 0×46.5％=0（建物⑤は滞在利用なし） 10×46.5％=5 約5人

機器G ー ー ー ー ー

機器H ー ー ー ー ー

機器I 建物⑥の待合空間部分 ー 32×46.5％=15 ー 約15人

機器J 広場部分 ー 32×46.5％=15 ー 約15人

機器K 建物⑦ ー 80×46.5％=37 ー 約37人

機器L ー ー ー ー ー

（参考）最大同時接続台数（人）の試算

※１サービス提供対象施設の最大収容者数：建物内（待合空間、飲食、物販、情報提供）は施設機能に応じて、一人当たりの着座占有面積（1.9㎡/人）、立位利用者面積（0.75㎡/人）から、最大収容人数を算出
広場は、令和4年度「賑わい創出社会実験 はじまりのいち」で行われたイベントスペースにおける滞留者数観測結果より算出

※２最大バス待ち利用者数 ：現況のバス待合状況調査結果より最大待合人数を算出

アクセスポイント（公衆無線LAN通信機器） 1台の一般的スペック
・アクセスポイント：対応範囲直径25m（電波の送波距離20~30m（設置環境による））
・最大接続台数 ：100~150端末程度

25m

ターミナル施設全体をカバーすることを基本とし、おおよそ直径25ｍ範囲のアクセスポイント12基の設置を想定。
想定されるピーク時の最大同時接続台数（人）は多い箇所で71端末であり、一般的な接続上限100～150端末を満たす。

（３）公衆無線ＬＡＮ

※設置箇所等は今後の検討により変更となる可能性がある

第9回検討部会時点での、施設形態および面積に基づき算出
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５．管理・運営事業者の選定
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５．管理・運営事業者の選定

（１）管理・運営手法の考え方

これまでのバスターミナル（例：バスタ新宿） コンセッション（公共施設等運営権）制度の活用

• バスターミナル整備を公共とターミナル会社で協定を結び費用を分
担して実施。その後、民間がターミナル運営・管理を実施。

• 管理・運営はターミナル会社とコンビニ等の 事業者が個別に実施。
• テナント（利便施設）は占用で実施されるため、運営する民間事業

者の収益にならず、ターミナルの運営・管理に還元されない。

• コンセッション契約を行うことで、運営権を持つターミナル会社が
利用料金の受領とテナント（利便施設）からの収入を得ることがで
き、収入が多様化する。

• 協議の成立（契約の締結等）により占用許可とみなされるため、
ターミナル会社が柔軟な運用が可能。

• コンセッション契約で民間事業者が資金調達を行う際に有利になる。

 道路法改正（令和２年５月）を踏まえ、官民連携での事業実施により、 効率的・効果的にバスターミナルを整備・管理・運営する手法について引き続き検討が必要。

 バスターミナルとして利便性が高く、魅力ある賑わい機能・滞留スペースを形成していくためには、道路管理者と民間事業者が連携し、民間ならではのアイディアやノウハウ
を活かしながら、バスターミナル全体を管理・運営する事業スキームが必要である。

情報提供施設

チケット販売所

待合空間
子育て支援（授乳室・
パウダーコーナー）

賑わい施設

防災機能

魅力ある滞留スペース

【概要】交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設を道路附属物として位置付けること、当該施設の運営については
コンセッション（公共施設等運営権）制度を活用することができること等を規定

⇒コンセッション：公共施設の所有権を移転せず、民間事業者にインフラの事業運営に関する権利を長期間にわたって付与する方式。

コンビニエンスストア

・カフェ・物販（地域特産）等

イベント・屋外販売等

コインロッカー

トイレ

【公益・利便機能】

バス・鉄道の運行等情報発信

観光・地域・防災情報発信

【ターミナル基本機能】

民間事業者のアイディア・ノウハウが必要

バスターミナル全体の新たな管理・運営手法の検討が必要

【ターミナル会社】 【ターミナル会社】

多様な収入

テナント

道路管理者 民間事業者

バス事業者等

利用
料金

利用
契約

テナント
契約

テナント料

道路管理者 民間事業者

バス事業者等

利用
料金

兼用工作物協定

テナント

利用
契約

占用料占用許可

コンセッション契約

占用許可とみなされる

「近鉄四日市駅周辺における交通結節点
整備計画（更新版）」抜粋



５．管理・運営事業者の選定

（２）事業概要および事業者選定スケジュール
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①一般国道1号 近鉄四日市駅バスターミナル運営等事業

バスターミナル運営等事業及び利便増進事業で構成する事業。

バスターミナル運営等事業及び利便増進事業は、「民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117
号）」に基づく特定事業の対象。

②事業内容

バスターミナル運営等事業
維持管理業務・運営業務

利便増進事業
利便施設の運営、事業者等が任意で行う事業・業務

④運営費用

事業期間：実施契約の締結日から約30年間
（30年後の応当日の属する事業年度の前年度の末日）

③事業期間

サービス購入料として、30年間合計で最大842,600千円を予定。

⑤スケジュール

実施方針の公表 令和５年６月14日

特定事業の選定結果の公表 令和5年11月10日

募集要項等の公表 令和５年11月10日

提案書 提出期限 令和６年２月５日

優先交渉権者の選定 令和６年３月中旬

 近鉄四日市駅バスターミナルの管理運営等については、コンセッション（公共施設等運営権）制度の活用に向けて、特定事業に選定し、事業者選定手続きを進めている状況。

令和６年３月７日現在

図 サービス購入料の構成のイメージ

維持
管理費

運営費

バス・タクシー
利用料金 収入（停留料金）

賑わい施設等
（テナント賃料収入）

【収入】 【支出】

コインロッカー、自動販売機
広告料収入等

サービス購入料
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６．今後の進め方



６. 今後の進め方

「近鉄四日市駅バスターミナル検討部会」の進め方

 検討部会の意見交換を経て計画の具体化を図り、令和3年3月に「近鉄四日市駅周辺における交通結節点整備計画」を策定・公表。
 今回、第10回検討部会では、前回部会からの変更点・事業者選定・待合空間・情報提供機能等について意見交換。
 本日の意見及びデザインワーキンググループにおけるデザインコントロールにかかる提案等、事業者との調整結果を踏まえ、各施設のデザイン、全体配置計画、ターミナル

の運用方法、関係者の役割分担について検討・設計を進める。

42

令
和
３
年
３
月

近
鉄
四
日
市
駅
周
辺
に
お
け
る
交
通
結
節
点
整
備
計
画

公
表

第9回
検討部会
（R5.3）

・
バ
ス
バ
ー
ス
形
状
の
変
更

・
バ
ス
タ
エ
リ
ア
内
の
各
施
設
等
の
配
置
計
画
の
変
更

・
バ
ス
待
ち
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
案

第10回
検討部会
（R6.3.7）

・
前
回
部
会
か
ら
の
変
更
点

・
待
合
空
間

・
情
報
提
供
機
能

・
管
理･

運
営
事
業
者
の
選
定

【ターミナル施設検討】

■個別施設のデザイン

・建築物 ・シェルター

・駅前デッキ ・東西横断デッキ ・緑化計画

【ターミナル運用検討】
■交通運用方法の検討
■施設運用方法の検討
■バス・タクシーの移行
■案内機能の検討 など

【役割分担検討】
ターミナル施設の将来的な管理方法、国・事業者・
自治体の役割分担等について

今後の検討・報告事項

第11回
中央通り再編関係者調整会議

（R5.3.28）

・第10回中央通り再編関係者調整
会議の振り返り
・関係者との協議・調整に伴う対応
・デザインワーキンググループの報告
・第９回近鉄四日市駅バスターミナ
ル検討部会の報告
・今後の進め方

第12回
中央通り再編関係者調整会議（議題案）

（R6.3.25）

・第11回中央通り再編関係者調整会議の振り返り
・関係者との協議・調整に伴う対応
・工事の進捗とデザインワーキンググループの報告
・第10回近鉄四日市駅バスターミナル検討部会の
報告
・今後の進め方

第5回～第８回
検討部会

（R3.9～R4.11）

■
交
通
結
節
点
整
備
内
容
の
検
討

■
交
通
結
節
点
整
備
計
画
の
更
新

■
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能
、
運
営
手
法
検
討



近鉄四日市駅バスターミナル検討部会 規約

（名称）

第１条 本会は、「近鉄四日市駅バスターミナル検討部会」（以下、「部会」という。）と称する。

（目的）

第２条 部会は、近鉄四日市駅周辺等整備基本構想（2018.12 策定）をふまえ、「（仮称）近鉄四日

市駅周辺における交通結節点整備計画」の策定を行い、バスターミナルの施設及び運営に

ついて検討することを目的とする。

（審議事項）

第３条 部会は、第２条の目的を達成するため、以下の事項について検討を行う。

（１） 整備計画に係る検討

（２） その他、第２条の目的を達成するために必要な事項

（組織）

第４条 部会は、第２条の目的を達成するため、有識者、交通関係者、各行政機関をもって組織し、

構成は別紙のとおりとする。

２ 有識者、交通関係者、各行政機関の追加・変更は、部会の承認を得るものとする。

３ 任期は、第２条の目的を達成するまでとする。

４ 交通関係者、各行政機関関係者において、やむを得ない事情により部会に出席できな

いときは、代理者を出席させることができる。

（部会長）

第５条 部会に部会長を置き、有識者である委員がこれを務める。

２ 部会長に事故等があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理す

る。

３ 部会長は、必要があると認めたとき、部会に構成員以外の者の出席を求め、その意見

を聞くことができる。

（部会の運営）

第６条 部会は、第３条に規定する事項を審議するため、必要に応じ、事務局が招集する。

２ 部会は、運営にあたり必要な資料等を委員に求めることができる。

３ 部会における検討結果については、「中央通り再編関係者調整会議」に報告する。

（守秘義務）

第７条 各委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。また、

その職を退いた後も同様とする。

（部会の公開について）

第８条 この部会の審議は非公開で行うものとする。なお、部会資料及び議事要旨については、後

日公開するものとする。

（規約の変更）

第９条 本規約の改正等は、出席委員の過半数以上の賛同をもって行うことができるものとする。 

（事務局）

第１０条 部会の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。

資料５



 

２ 事務局は、国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所計画課、四日市市都市整備

部都市計画課及び市街地整備課に置くものとする。 

（補足） 

第１１条 本規約に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会においてその都度審

議して定めるものとする。 

附 則 

本規約は、令和２年６月４日より適用する。 

    （令和３年１月２６日、一部規約改正） 

（令和４年１１月７日、一部規約改正） 



名城大学理工学部
　社会基盤デザイン工学科　教授
早稲田大学　理工学術院　大学院
　創造理工学研究科　教授

近鉄グループホールディングス㈱  事業戦略部課長

近畿日本鉄道㈱　鉄道本部　名古屋統括部　施設部工務課長

三重交通㈱　四日市営業所　所長

三岐鉄道㈱　取締役　自動車部長

三重県タクシー協会　北勢支部長
㈱三交タクシー　　　代表取締役

三重県バス協会　専務理事

㈱ディア四日市　取締役　事業部長

四日市南警察署　署長

三重県警察本部　交通部参事官(交通規制課長)

国土交通省　中部地方整備局　建政部　都市整備課長

国土交通省　中部地方整備局　道路部　道路計画課長

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所長

国土交通省　中部運輸局　交通政策部　交通企画課長

国土交通省　中部運輸局　三重運輸支局長

三重県　県土整備部　次長（道路整備）

三重県　県土整備部　次長（都市政策）

四日市市　副市長

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　計画課

四日市市　都市整備部　都市計画課

四日市市　都市整備部　市街地整備課

※高速バス事業者は適宜招集

近鉄四日市駅バスターミナル検討部会
名簿

交通
関係者

事務局

行政

所　　　属

有識者

別紙
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